
   入札公告 

 

次のとおり一般競争入札（郵送方式）に付します｡ 

 

令和 7 年12月 1 日 

                 名古屋市長  広沢 一郎 

 1  入札に付する事項 

 (1) 件名 

   市有地の売払い 

 (2) 物件の表示 

物件

番号 
所在地番 登記地目 

地積 

（㎡） 

予定価格 

（最低売却価格）

（円） 

市1  

港区稲永五丁目 

29番3、30番3、 

52番1、1010番1 

用悪水路 

公衆用道路 

田 

410.18 16,694,326 

市2 

港区多加良浦町三丁目

34番1、35番1、 

35番2、35番3、35番4 

宅地 365.39 26,161,924 

市3 
緑区有松南106番1、

107番、108番1 
宅地 573.88 48,492,860 

市4 緑区太子二丁目216番 宅地 166.37 23,624,540 

市5 
緑区鳴海町字米塚 

27番11、27番22 
原野 112.88 17,300,554 

市6 
天白区菅田三丁目 

206番 
宅地 105.40 9,380,600 

市7 

天白区天白町大字平針

字荒池下7番60、 

7番61、7番152、 

7番174、7番360 

畑 

宅地 

山林 

1,648.00 122,281,600 

市8 

天白区天白町大字 

平針字大根ケ越 

161番2、163番1 

山林 279.70 14,208,760 

市9 
天白区天白町大字 

平針字大根ケ越220番1 
畑 763.58 90,607,167 



 (3) 用途の制限 

ア 全ての物件 

契約締結の日から起算して 5 年を経過する日まで、風俗営業等の規制

及び業務の適正化等に関する法律第 2 条第 1 項に規定する風俗営業及び

同条第 5 項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する業の用

途に供し、又はこれらの用途に供されることを知りながら所有権を第三

者に移転し若しくは貸してはならない。 

 

イ 全ての物件 

契約締結の日から起算して 5 年を経過する日まで、暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第77号）第 2 条第 2 号に

規定する暴力団又は法律の規定に基づき公の秩序等を害するおそれのあ

る団体等に指定されているものを利する用途など、公序良俗に反する用

途に供し、又はこれらの用途に供されることを知りながら所有権を第三

者に移転し若しくは貸してはならない。 

 

 2  競争入札参加資格 

 入札に参加できる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号のいずれ

かに掲げる者を除く。 

(1) 地方自治法（昭和22年法律第67号）第 238 条の 3 に規定する者 

(2) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第 167 条の 4 第 1 項に規定す

る者 

(3) 地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項各号のいずれかに該当する事実が

市10 

天白区天白町大字 

八事字山田 

24番316、24番365、24

番375 

山林 346.22 9,451,806 

市11 
天白区天白町大字 

八事字山田24番514 
山林 472.02 34,551,864 

市12 
天白区天白町大字 

八事字山田24番535 
山林 180.17 9,098,585 



あった後 3 年を経過しない者（当該事実と同一の事由により名古屋市指名

停止要綱（平成15年 3 月 5 日付け15財用第 5 号）に基づく指名停止を受け

ている者を除く。） 

(4) 会社更生法（平成14年法律第 154 号）に基づき更生手続開始の申立てが

なされている者（ただし、更生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入

札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。） 

(5) 民事再生法（平成11年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てが

なされている者（ただし、再生手続開始の決定後、新たに名古屋市競争入

札参加資格審査申請を行い認定を受けた者を除く。） 

(6) 本公告の日から落札決定までの間に指名停止の期間がある者 

(7) 本公告の日から落札決定までの間に名古屋市が行う契約等からの暴力団

関係事業者の排除に関する合意書（平成20年 1 月28日付け名古屋市長等・

愛知県警察本部長締結）及び名古屋市が行う公有財産の売払い・貸付の契

約等からの暴力団関係事業者の排除に関する取扱要綱（平成20年 2 月15日

付け19財管第 253 号）に基づく排除措置を受けている者 

 

 3  契約条項を示す場所、入札申込書及び入札説明書の配布期間等 

契約条項は、入札案内書において示すものとし、入札参加申込書及び入札

説明書は、次の各号に掲げる配布期間、配布時間及び配布場所において配布

する。 

(1) 配布期間 

本公告の日から令和 7 年12月25日（木）まで（ただし、名古屋市の休日

を定める条例（平成 3 年名古屋市条例第36号）第 2 条第 1 項に規定する本

市の休日を除く。） 

 (2) 配布時間 

午前 8 時45分から午後 5 時30分まで 

 (3) 配布場所 

財政局財政部財産管理課 

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号  

名古屋市役所本庁舎 3 階  



電話 052-972-2318 

 

 4  入札参加申込期間及び提出先 

  本公告に係る入札に参加しようとする者は、入札参加申込書を郵送（書留

又は簡易書留に限る。）により提出すること。 

(1) 申込期間 

令和 7 年12月 1 日（月）から令和 7 年12月25日（木）まで 

  (2) 提出先 

    〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号  

名古屋市財政局財政部財産管理課 

 

 5  入札書の郵送方法、到達期限及び提出先 

(1) 郵送方法 

書留又は簡易書留とする。 

(2) 到達期限 

令和 8 年 2 月 4 日（水）まで 

(3) 提出先 

  〒460-8508 名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

名古屋市財政局財政部財産管理課 

    

 6  開札の日時及び場所 

(1) 日時 

令和 8 年 2 月 6 日（金）午前10時00分 

 (2) 場所 

名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号 

名古屋市役所西庁舎12階 西12E会議室 

 

 7  落札者の決定方法 

  予定価格（最低売却価格）以上で、最高金額をもって有効な入札を行った

者を落札者とする。なお、落札となるべき同額の入札をした者が 2 者以上あ



るときは、くじにより落札者を決定するものとする。 

 

 8  その他 

(1) 予定価格を総額で定めるか又は単価で定めるかの区分 

総額で定める。 

(2) 入札保証金に関する事項 

本公告に係る入札に参加しようとする者は、入札に先立ち、物件ごとに 

指定する額の入札保証金を納付しなければならない。なお、落札者が契約 

を締結する権利を放棄したとき又は入札案内書に記載された契約締結期限 

内に正当な理由がなく契約を締結しないときは、その者が納付した入札保 

証金は、名古屋市に帰属するものとする。 

(3) 契約書の作成の要否 

   要 

(4) 入札の無効 

本公告に示した競争入札参加資格を有しない者のした入札及び入札の条

件に違反した入札は、無効とする。 

 (5) 契約の手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 (6) 本公告に定めのない事項 

本公告に定めのない事項については、入札案内書に記載するところによ

る。 


